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佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　
 
（
趣
旨
）

�
�
�　

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
佐

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
���
�
�
��
�

��
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
規
則
第
五
四
号
）

１　

土
佐
犬
等
に
属
す
る
犬
等
を
特
定
犬
と
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

２　

多
頭
飼
養
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
、
多
頭
飼
養
の
届
出
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。（
第
四
条
〜
第
六
条
関
係
）

３　

犬
、
ね
こ
等
の
動
物
を
引
き
取
り
、
又
は
収
容
し
た
と
き
の
公
示
方
法
等
に
つ
い
て
定

め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
九
条
関
係
）

４　

そ
の
他
所
要
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�

�

�

�

��
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�
�


�

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
（
規
則
第
五
五
号
）

１　

風
致
地
区
内
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
知
事
等
の
許
可
を
要
し
な
い
法
人
の
う
ち
、

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
を
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
五
条
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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賀
県
条
例
二
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

　
 
（
定
義
）

�
�
�　

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に

よ
る
。

　
 
（
特
定
犬
）

�
�
�　

条
例
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
犬
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一　

土
佐
犬
、
秋
田
犬
、
紀
州
犬
、
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
パ
ー
ド
、
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
、
グ

レ
ー
ト
・
デ
ー
ン
、
セ
ン
ト
・
バ
ー
ナ
ー
ド
、
ア
ラ
ス
カ
ン
・
マ
ラ
ミ
ュ
ー
ト
、
マ
ス

チ
フ
又
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
・
テ
リ
ア
（
ア
メ
リ
カ
ン
・
ピ
ッ

ト
・
ブ
ル
テ
リ
ア
）
に
属
す
る
犬

二　

背
中
の
一
番
高
い
部
分
か
ら
地
面
ま
で
の
高
さ
が
六
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

犬
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
指
定
す
る
犬

（
多
頭
飼
養
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
者
）

�
�
�　

条
例
第
五
条
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一　

現
に
警
察
活
動
に
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
目
的
で
訓
練
を
受
け
て
い
る
犬
を
飼
養

す
る
者

二　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
訓
練
事
業
者
で
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
育
成
す

る
目
的
で
犬
を
飼
養
す
る
も
の

三　

試
験
研
究
用
又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
犬
及
び
ね
こ
を
飼
養

す
る
者

（
多
頭
飼
養
の
届
出
）

�
�
�　

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

条
例
第
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

種
類

　

二　

性
別

　

三　

年
齢

　

四　

犬
を
飼
養
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
飼
養
す
る
犬
の
体
格

３　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
飼
養
施
設
の
配
置
図
と
す
る
。

　
 
（
多
頭
飼
養
の
変
更
等
の
届
出
）

�
�
�　

条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

２　

条
例
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
飼
養
数
の
減
少
又

は
飼
養
数
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
加
と
す
る
。

　
 
（
お
り
の
中
に
お
け
る
飼
養
等
の
適
用
除
外
）

�
�
�　

条
例
第
九
条
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

生
後
九
月
未
満
の
犬

二　

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬

（
特
定
犬
の
標
識
）

�
�
�　

条
例
第
十
条
の
規
則
で
定
め
る
標
識
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
 
（
公
示
）

�
�
�　

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
公

示
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
日
間
、
犬
、
ね
こ
等
の
動
物
を
引
き
取
り
、
又
は
収
容

し
た
場
所
を
管
轄
す
る
保
健
福
祉
事
務
所
及
び
佐
賀
県
動
物
管
理
セ
ン
タ
ー
並
び
に
関
係

市
町
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

引
取
り
又
は
収
容
を
行
っ
た
日
時
及
び
場
所

二　

引
取
り
又
は
収
容
を
行
っ
た
動
物
の
種
類
、
毛
色
、
性
別
及
び
体
格

　
 
（
事
故
の
届
出
）

�
�
�　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

　
 
（
身
分
証
明
書
）
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�
�
�
�　

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
様
式
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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�����（第５条関係）

犬及びねこの多頭飼養届
年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　　　様
　（　　　　保健福祉事務所長）

届出者　住　　所　〒
　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　○印 
　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　電話番号

　佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第６条第１項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

飼養施設の所在地

犬（　　　　　　）頭　　　ねこ（　　　　　　）頭飼養する犬及びねこの数

管理する者の氏名

飼養の方法

ふん尿の処理の方法

動物の死体の処理方法

周辺の生活環境を保全する方法

種類

種類等

性別

年齢

体格（犬のみ）

注１　飼養施設の配置図を添付すること。
注２　この用紙で記入欄が不足する場合は、別の用紙を使用して記載すること。
注３　氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。



��������������� � � � � ���������������

�����（第６条関係）

犬及びねこの多頭飼養変更（廃止）届
年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　　　様
　（　　　　保健福祉事務所長）

届出者　住　　所　〒
　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　○印 
　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　電話番号

　犬及びねこの多頭飼養について変更（廃止）したので、佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第７
条第１項（第２項）の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　多頭飼養の届出年月日

２　飼養施設の所在地

３　変更（廃止）年月日

４　変更事項

変更後変更事項

住所

氏名（法人にあっては名称及びその代表
者の氏名）

数

犬及びねこの数等

種類

性別

年齢

体格（犬のみ）

飼養の方法

注１　廃止の届出にあっては、変更事項は記入しないこと。
注２　氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。



��������������� � � � � �������������� �

�����（第８条関係）

�

�

�

�

���������������������

���������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

���
�����

（縦４.５センチメートル以上　横６.５センチメートル以上）



��������������� � � � � ���������������

�����（第１０条関係）

犬（特定動物）による事故届
年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　　　様
　（　　　　保健福祉事務所長）

届出者　住　　所　〒
　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　○印 
　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　電話番号

　犬（特定動物）が人の生命又は身体を侵害したので、佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第１７条
第１項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

内　　　容届出事項

事故の発生年月日

事故の発生場所

事故の原因

年　齢種　類犬　名

犬

事故を加
えた動物

体　格毛　色性　別

登録番号

注射済票番号

性　別種　類

特定動物

許可番号

識別措置の種類

識別番号

特　徴

住　所
飼い主

氏　名

住　所
被害者

年　齢性　別氏　名

被害の概要

応急措置及び新たな事
故発生防止措置

注　氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。



��������������� � � � � �������������� �

�����（第11条関係）

（縦６センチメートル　横９センチメートル）

第　　　　号

身　分　証　明　書

所属

氏名

年　　月　　日生

　佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例第１９条第１項の規定に基づく業務を行う職員であること

を証明する。

年　　月　　日

佐賀県知事　　　　　　□印 
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風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
佐
賀

県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

�
�

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

指定理由雑誌コード等製作発行所等題　　　　　名指定番号種類

　著しく青少年の
性的感情を刺激し、
又は著しく青少年
の粗暴性若しくは
残虐性を誘発し、
若しくは助長し、
その健全な育成を
阻害するおそれが
ある。

１９８１９－７㈱ぶんか社話王　第１０８号　７月号２０－３８雑誌

１６７８１－０７㈱笠倉出版社特撰三十路妻　７月号２０－３９〃

０４１１７－０７ﾒﾃﾞｨｱ･ｸﾗｲｽ㈱That's ＤＡＮ ２００８ Vol.１０６ ７月号２０－４０〃

０４１６８－０７
○L ７/１９㈱ｻﾝ出版別冊 Street SUGAR 

Street SUGAR　７月号増刊２０－４１〃

０５２７１－７㈱大洋書房ZIGEN EX　ジゲン★エキサイティング　７月号２０－４２〃

１３７０１－７㈱ぶんか社コミック　まぁるまん　本当にあったＨな話
７月号２０－４３〃

０１８０７－０７㈱サン出版ウォーＡ組Special　７月号２０－４４〃

５１１１４－１５ﾐﾘｵﾝ出版㈱実録 裏仕事師列伝
漫画ナックルズGOLD特別編集２０－４５〃

５７６１３－６５㈱竹書房実録 修羅ヤクザ伝 修羅の道編
稲川会最高顧問　林喜一郎２０－４６〃

５７６１１－４２㈱竹書房実録 游�ヤクザ伝 鯨道 史上最大の抗争編
四代目山口組若頭　中山勝正２０－４７〃

５７６１３－６７㈱竹書房凶悪犯罪ファイル　９２０－４８〃

５２９６４－９９㈱日本文芸社今日からヒットマン １２０－４９〃

㈱宙出版いま、殺りにゆきます２０－５０〃

㈱データハウス人の殺され方２０－５１書籍
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佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り

指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
春
陽
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
渕
一
九
〇
三
番
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
う
え
む
ら

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
神
園
六
丁
目
一
〇
七
七
番
地
一
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社
さ
わ
や
か
門
前

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
古
枝
一
六
五
〇
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
浜

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
浜
町
乙
二
五
九
一
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
県
朝
倉
郡
筑
前
町
高
田
五
八
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
佐
賀
営
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
三
四
七
四
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

福
祉
用
具
貸
与
及
び
福
祉
用
具
販
売

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

合
同
会
社
サ
ポ
ー
ト
中
九
州

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
本
鳥
栖
町
上
鳥
栖
八
三
四
番
地
三

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

サ
ポ
ー
ト
中
九
州

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
本
鳥
栖
町
上
鳥
栖
八
三
四
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

福
祉
用
具
貸
与
及
び
特
定
福
祉
用
具
販
売

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会

　
　
　
　

所
在
地　

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
二
二
番
一
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

佐
賀
社
会
保
険
介
護
老
人
保
健
施
設
サ
ン
ビ
ュ
ー
さ
が

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
南
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団
芳
香
会

　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
市
中
央
区
輝
国
一
丁
目
一
番
七
七
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
東
唐
津
三
丁
目
二
番
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護
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七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
や
き
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
れ

　
　
　
　

所
在
地　

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
二
四
七
三
番
地
三

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
や
き
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
れ

　
　
　
　

所
在
地　

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
二
四
八
四
番
地
一
八

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
町
藤
木
一
〇
二
七
番

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
佐
賀

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
町
藤
木
一
〇
二
七
番

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
扇
子

　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
惣
領
分
一
八
〇
二
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
扇
子

　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
惣
領
分
一
八
〇
二
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
介
護

十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社
ほ
ほ
え
み

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
二
八
三
三

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ほ
ほ
え
み

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
二
〇
二
九
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

ツ
ル
カ
メ
薬
局

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
長
瀬
町
三
番
一
八
号

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

ツ
ル
カ
メ
薬
局

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
長
瀬
町
三
番
一
八
号

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

十
二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
五
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
至
誠
堂

　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
厳
木
町
本
山
三
八
六
番
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
う
つ
の
み
や

　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
厳
木
町
本
山
三
八
六
番
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り

指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
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佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
剛
友
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

剛
友
会
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
春
陽
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
町
大
字
渕
一
九
〇
三
番
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
う
え
む
ら

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
神
園
六
丁
目
一
〇
七
七
番
地
一
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
平
成
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

南
鴎
荘
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
平
成
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

南
鴎
荘
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
平
成
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

南
鴎
荘
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
久
保
田
町
久
富
三
四
五
九
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
県
朝
倉
郡
筑
前
町
高
田
五
八
五
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
佐
賀
営
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
三
四
七
三
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
及
び
介
護
予
防
特
定
福
祉
用
具
販

　
　
　
　
　
　
　

売

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

合
同
会
社
サ
ポ
ー
ト
中
九
州

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
本
鳥
栖
町
上
鳥
栖
八
三
四
番
地
三
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�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

サ
ポ
ー
ト
中
九
州

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
本
鳥
栖
町
上
鳥
栖
八
三
四
番
地
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
及
び
介
護
予
防
特
定
福
祉
用
具
販

　
　
　
　
　
　

売

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会

　
　
　
　

所
在
地　

東
京
都
港
区
高
輪
三
丁
目
二
二
番
一
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

佐
賀
社
会
保
険
介
護
老
人
保
健
施
設
サ
ン
ビ
ュ
ー
さ
が

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
南
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
ロ
コ
メ
デ
ィ
カ
ル

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
三
日
月
町
金
田
一
〇
五
四
番
地
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

江
口
病
院
デ
イ
ケ
ア
三
日
月

　
　
　
　

所
在
地　

小
城
市
三
日
月
町
金
田
一
〇
五
四
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団
芳
香
会

　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
市
中
央
区
輝
国
一
丁
目
一
番
七
七
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
東
唐
津

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
東
唐
津
三
丁
目
二
番
一
号

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
や
き
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
れ

　
　
　
　
　

所
在
地　

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
二
四
七
三
番
地
三

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
や
き
地
域
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
れ

　
　
　
　
　

所
在
地　

三
養
基
郡
み
や
き
町
大
字
白
壁
二
四
八
四
番
地
一
八

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
江
北
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
二
六
四
五
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

江
北
町
社
会
福
祉
協
議
会
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
二
六
四
五
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

十
三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人
江
北
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
二
六
四
五
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

江
北
町
社
会
福
祉
協
議
会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
二
六
四
五
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
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�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
扇
子

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
惣
領
分
一
八
〇
二
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
扇
子

　
　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
江
北
町
大
字
惣
領
分
一
八
〇
二
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

十
五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社
ほ
ほ
え
み

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
二
八
三
三

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ほ
ほ
え
み

　
　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
二
〇
二
九
番
地
二

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
剛
友
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

剛
友
会　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
剛
友
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

剛
友
会　

居
宅
療
養
管
理
指
導

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

居
宅
療
養
管
理
指
導

十
八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
剛
友
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

諸
隈
病
院
短
期
入
所
療
養
介
護

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

十
九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
剛
友
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

に
こ
に
こ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地
七
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二
十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
四
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

ツ
ル
カ
メ
薬
局

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
長
瀬
町
三
番
一
八
号

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

ツ
ル
カ
メ
薬
局

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
長
瀬
町
三
番
一
八
号
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止

の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　
　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
一
日

　
　

�　

届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
至
慈
会

　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
白
石
町
大
字
戸
ヶ
里
一
八
三
一
番
地
一
八

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
り
あ
け

　
　
　
　

所
在
地　

杵
島
郡
白
石
町
大
字
戸
ヶ
里
一
八
三
一
番
地
一
八

二　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　

�　

届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
セ
ラ
ン
ド
株
式
会
社　

　
　
　
　

所
在
地　

福
岡
県
田
川
市
大
字
川
宮
一
二
〇
〇

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

二
十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
五
月
一
日

　
　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
至
誠
堂

　
　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
厳
木
町
本
山
三
八
六
番
一

　
　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
う
つ
の
み
や

　
　
　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
厳
木
町
本
山
三
八
六
番
一

　
　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

太
陽
セ
ラ
ン
ド
株
式
会
社　

佐
賀
営
業
所

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
字
大
鹿
三
四
七
三
番
地
三

三　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

　
　

�　

届
出
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

セ
ン
ト
ケ
ア
佐
賀
株
式
会
社

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
兵
庫
南
三
丁
目
一
番
一
九
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

セ
ン
ト
ケ
ア
虹
の
松
原

　
　
　
　

所
在
地　

唐
津
市
和
多
田
大
土
井
二
番
七
一
号

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
開
設

者
の
住
所
並
び
に
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

開
設
者
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法

人
至
誠
身
体
障
害
者

生
活
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

開
設
者
住
所

新旧

佐
賀
市
田
代
二
丁
目

七
番
一
四
号

佐
賀
市
田
代
二
丁
目

四
番
六
号

事
業
所
名
称

至
誠
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

特
定
非
営
利
活

動
法
人
至
誠
身

体
障
害
者
生
活

介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

事
業
所
所
在
地

佐
賀
市
田
代
二

丁
目
七
番
一
四

号佐
賀
市
田
代
二

丁
目
四
番
六
号

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・

三
・
二
六

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い



��������������� � � � � �������������� ��

名　
　

称

新旧

セ
ン
ト
ケ
ア
武
雄

セ
ン
ト
ケ
ア
武
雄
杵
島

所　

在　

地

武
雄
市
武
雄
町
大
字
北
方
町
大
字
志
久
二

番
一
号

武
雄
市
武
雄
町
大
字
武
雄
八
〇
一
四
番
地

一

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・
四
・
一

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

新旧

セ
ン
ト
ケ
ア
武
雄
訪
問

入
浴

セ
ン
ト
ケ
ア
武
雄
北
方

所　

在　

地

武
雄
市
武
雄
町
大
字
北
方
町
大
字
志
久
二

番
一
号

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・
四
・
一

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業

所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

セ
ン
ト
ケ
ア
唐
津

所　

在　

地

新旧

唐
津
市
和
多
田
大
土
井
二
番
七
一
号

唐
津
市
竹
木
場
五
二
〇
六
番
地
五
二

変
更
年
月
日

平
成
二
〇
・
四
・
一

�
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�
�
�
�
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平
成
二
十
年
五
月
九
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
○
四
八
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

東
島
　
達
朗

東
島
　
達
朗

上
段

右
か
ら
十
二
行
目

２

監
事

　
　
〃

下
段

左
か
ら
十
二
行
目

  〃
監
事

下
段

左
か
ら
十
一
行
目

正

誤

所
箇

頁

牛
原
町
９０９
番
地

牛
津
町
９０９
番
地

上
段

右
か
ら
八
行
目

３

　

平
成
二
十
年
四
月
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
○
三
八
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

佐
賀
県
就
学
指
導
委
員
会
規
則

佐
賀
県
職
業
指
導
委
員
会
規
則

上
段

左
か
ら
八
行
目

１

佐
賀
県
文
化
財
保
護
指
導
委
員
設

置
規
則

佐
賀
県
文
化
財
保
護
指
導
委
員
会

設
置
規
則

佐
賀
県
文
化
財
保
護
指
導
委
員
設

置
規
則

佐
賀
県
文
化
財
保
護
指
導
委
員
会

設
置
規
則

上
段

左
か
ら
三
行
目

６

　

平
成
二
十
年
五
月
二
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
〇
四
七
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

五
月
三
十
日

五
月
二
十
三
日

下
段

左
か
ら
十
四
行
目

３

　

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
〇
五
四
号
中
訂
正
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